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一
般
質
問
は
８
議
員 

去
る
24
日
、
議
会
運
営
委
員
会
が
開
か
れ
、
12
月
定
例

会
（
５
日
開
会
）
に
提
出
さ
れ
る
議
案
等
が
発
表
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
内
、
横
領
事
件
発
覚
以
来
、
議
員
有
志
が
求

め
て
き
た
「
第
三
者
調
査
委
員
会
」
設
置
の
た
め
の
条
例

が
よ
う
や
く
提
案
さ
れ
ま
す
。
概
要
は
別
記
載
の
通
り
。 

一
般
質
問
は
８
議
員
（
５
日
・
月
曜
＝
野
瀬
、
田
中
、

山
田
充
、
岡
田
、
西
川
の
各
議
員
の
順
。
６
日
・
火
曜
＝

宮
嵜
、
山
田
裕
康
、
西
澤
の
各
議
員
の
順
）
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西
澤
議
員
の
一
般
質
問

要
旨
を
紹
介
し
ま
す
。 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

ど
の
問
題
、
ど
の
課
題
も
、

町
政
運
営
に
お
け
る
北

川
町
長
の
基
本
姿
勢
・

政
治
方
針
が
鋭
く
問
わ

れ
て
い
ま
す
。 

Ⅰ
、
税
金
横
領
事

件 

１
、
こ
の
問
題
で
の
町
長

の
政
治
・
基
本
姿
勢
を

問
う 

①
、
２
月
２
日
、
お
よ
び

2

月
臨
時
議
会
に
お
け

る
「
来
月
（
３
月
）
に

な
れ
ば
告
訴
す
る
」
と

の
表
明
が
未
だ
に
実
行

さ
れ
て
い
な
い
事
態
を

ど
の
よ
う
に
認
識
し
て

い
る
の
か
。 

②
、「
信
頼
回
復
」
と
口
で

は
繰
り
返
し
て
き
た

が
、
そ
の
中
身
が
全
く

伴
っ
て
い
な
い
が
。
発

覚
後
も
行
政
事
務
の
イ

ロ
ハ
が
で
き
て
い
な
い

事
例
が
相
次
い
で
い
る

が
、
事
件
の
全
容
・
原

因
・
背
景
・
責
任
の
所

在
な
ど
検
証
す
る
「
第

三
者
調
査
委
員
会
」
の

設
置
を
直
ち
に
着
手
す

べ
き
だ
が
。 

③
、
そ
も
そ
も
本
事
件
を

「
重
大
問
題
」
と
認
識

し
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
疑
問
視
さ
れ
て

い
る
が
。 

④
、
３
月
10
日
付
け
の
「
伺

い
書
」
で
は
告
訴
の
準
備

が
で
き
て
い
た
と
み
ら

れ
る
が
、
な
ぜ
「
告
訴
の

権
利
・
義
務
」
を
行
使
し

な
か
っ
た
の
か
。
何
が
あ

っ
た
の
か
。 

⑤
、
事
件
発
覚
後
、
上
田
参

事
の
「
会
計
室
に
も
っ
て

い
く
ふ
り
を
し
て
、
だ
ま

さ
れ
た
」
と
の
説
明
は
事

実
を
覆
い
隠
し
て
い
な

い
か
。 

⑥
、
町
長
は
、
そ
の
説
明
を

検
証
し
た
の
か
。 

⑦
、
改
め
て
、
一
日
も
早
く

告
訴
す
る
こ
と
を
強
く

求
め
る
。 

 

２
、10
月
３
日
付
け
の
「
調

査
」
依
頼
に
つ
い
て 

①
、
調
査
の
進
捗
状
況
は
。 

②
、
町
民
が
払
っ
て
い
な
い

実
際
の
「
未
納
」
と
町
会

計
に
入
金
さ
れ
て
い
な

い
金
額
の
識
別
が
つ
い

た
の
か
。 

③
、
町
民
が
納
入
し
た
額

が
、
町
金
庫
に
入
金
さ
れ

て
い
な
い
税
金
はK

の

横
領
だ
と
特
定
で
き
た

は
。 

３
、
町
民
本
意
に
立
っ

た
、
利
用
し
や
す
く
、

手
続
き
上
の
改
善
点 

４
、
県
制
度
と
し
て
創

設
す
る
よ
う
要
望
す

る
こ
と 

Ⅳ
、
滞
納
問
題 

解
決
の
基
本 

１
、
格
差
と
貧
困
の
深

刻
な
広
が
り
に
心
寄

せ
て 

２
、
町
長
が
先
頭
に
直

接
、
町
民
の
声
を
聞

き
、
く
ら
し
の
様
子

に
合
わ
せ
、
優
し
く
、

し
か
も
公
平
・
公
正

に
毅
然
と
対
応
す
る

こ
と
が
重
要
で
は
。 

Ⅴ
、
広
域
ゴ
ミ

焼
却
場
の

建
設
候
補

地
問
題 

１
、
ゴ
ミ
処
理
広
域
化

に
当
た
っ
て
県
が
発
表

し
た
「
指
標
」
基
づ
き
、

全
て
の
会
議
公
開
と
住

民
合
意
が
大
原
則
で
は

な
い
か
。
広
域
行
政
組

合
参
加
の
首
長
と
し
て

指
導
力
の
発
揮
を
要
請

す
る
。 

の
か
。 

④
、
行
政
事
務
全
般
、
町

政
・
行
政
へ
の
信
頼
を

根
底
か
ら
揺
る
が
し
て

い
る
認
識
は
あ
る
か
。 

⑤
、
県
税
の
被
害
は
ど
の

よ
う
に
扱
っ
て
い
る
の

か
。 

Ⅱ
、
今
こ
そ
、
町

民

の

く

ら

し
・
子
育
て
応

援
の
充
実
を 

１
、
第
２
子
以
降
の
保
育

料
軽
減
、
出
産
祝
い
金

の
増
額
は
。 

２
、
外
出
支
援
の
充
実
・

町
民
負
担
の
軽
減
を
。 

３
、
あ
っ
た
か
暖
房
費
補

助
の
実
現
を 

４
、
給
付
型
奨
学
金
の
創

設
を 

Ⅲ
、
住
宅
リ
フ
オ

ー
ム
補
助
制

度
拡
充
を 

は
。
１
、
取
り
組
み
の
現

状
と
課
題
は
。
制
度
開

始
以
降
の
実
績
と
経
済

波
及
効
果
の
程
度
、
今

後
の
課
題
は
。 

２
、
更
な
る
充
実
が
必
要

で
は
。
補
正
予
算
、
来

年
度
予
算
で
の
対
応

第三者調査委員会設置
条例案の概要 

◆地方自治法に基づき設置。◆定数３

名以内で常設型とし、調査内容は事案

ごとに定め、同委員会の下に、事案内

容に合う「臨時委員等」を置くことが

できる。◆内容は規則で定める。◆調

査委員には弁護士、公認会計士を選任

する予定。（議運での説明より） 

横領事件解決求める署名 
2,560 筆（11 月 26 日現在集約） 


